
薩摩川内市奨学金返還支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例（平成１８年薩摩川内市条例第４０

号。以下「条例」という。）第４条第１項の規定に基づき、及び条例を実施するため、

薩摩川内市奨学金返還支援補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（交付の目的） 

第２条 市長は、大学等を卒業した者が市内に就労することを促進し、若者の市外への流

出に歯止めをかけるため、予算の範囲内において補助金を交付する。 

（定義） 

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除

く。）、専修学校（高度専門士の称号が付与される専門課程に限る。）、川内職業能

力開発短期大学校及び川内看護専門学校（全日制の課程に限る。）をいう。 

（２） 市内事業者 本市の区域内に事業所を置き、事業を営む法人又は団体をいう。 

（３） 中小企業等 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規

定されている中小企業者及びその他これに準ずるものと市長が認める法人又は団体を

いう。 

（４） 正規雇用 雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入し

ている雇用形態をいう。 

（５） 奨学金等 次に掲げるものをいう。 

ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金 

イ 公益財団法人鹿児島県育英財団の奨学金 

ウ 薩摩川内市奨学資金 

エ 労働金庫の技能者育成資金融資制度の融資金 

オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が認める奨学金等 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件のいず

れにも該当し、かつ、次条に規定する登録を受けた者とする。 



（１） 大学等を卒業（修了を含む。以下同じ。）した者 

（２） 平成２８年４月１日以降に市内事業者（本市の区域外にある大学等を卒業した

者については、中小企業等に限る。以下「対象事業者」という。）と正規雇用の契約

を結び、本市の区域内の事業所において勤務している者 

（３） 対象事業者に就職した日（以下「対象事業者就職日」という。）において、本

市に住所を有する者（事情により対象事業者就職日から１月以内に本市に転入した者

を含む。） 

（４） 対象事業者就職日において、満３０歳に満たない者 

（５） 大学等の在学期間又は訓練期間中に奨学金等を借りていた者 

（６） 他の奨学金等の返還補助を受けていない者 

（７） 国又は地方公共団体の職員でない者 

（８） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員でない者 

（補助対象者の登録等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、薩摩川内市奨学金返還支援補助金補助対象

者登録申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、補助対象者

の登録を受けなければならない。 

（１） 住民票の写し 

（２） 奨学金等を貸与する機関が発行する当該奨学金等の貸与を証するもので、返還

する金額が記載されているものの写し 

（３） 大学等が発行する卒業の事実が証明できるもの 

（４） 就労証明書（様式第２号） 

２ 市長は、補助対象者の登録をしたときは、薩摩川内市奨学金返還支援補助金補助対象

者登録完了通知書（様式第３号）により、申込者に対して通知するものとする。 

３ 補助対象者は、登録を受けた内容に変更があったときは、速やかにその内容を市長に

申し出なければならない。 

４ 市長は、補助対象者の登録を受けた者が補助対象者に該当しないと認めるときは、当

該登録を取り消すものとする。 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、第３項に規定する対象経費に２分の１を乗じて得た額（当該額に

千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額）とし、限度額を２０万円とする。 



２ 前項の補助金の各年度の額の累計額は、１人当たり２００万円を超えないものとす

る。 

３ 対象経費は、前年度において次の各号のいずれにも該当する期間中に返還した奨学金

等の額とする。 

（１） 対象事業者と正規雇用の契約を結んでいた日が属する月 

（２） 本市に住所を有する日が属する月 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金を申請する年度（以下「申請年度」という。）の前年度の９月末日までに

第５条第１項の登録を受けた補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす場合におい

て、当該申請年度に補助金の交付申請を行うことができる。 

（１） 申請年度の４月１日（以下「交付基準日」という。）において、引き続き本市

に住所を有する者 

（２） 交付基準日において対象事業者との正規雇用の契約がある者（ただし、交付申

請の際に対象事業者との正規雇用の期間が１年以上となる場合に限る。） 

（３） 市税等の滞納がない者 

（４） 第４条第６号から第８号までの各号の要件を満たす者 

２ 前項の要件を満たす補助対象者が、申請年度の補助金の交付を受けようとするとき

は、申請年度の５月１日から翌年２月末日までに薩摩川内市奨学金返還支援補助金交付

申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。 

（１） 住民票の写し 

（２） 就労証明書 

（３） 前年度に返還した奨学金等の額が分かるもの 

（４） 市税等の滞納のない証明書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交

付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、薩摩川内市奨学金返

還支援補助金交付決定通知書（様式第５号）により、申請を行った補助対象者に通知す

るものとする。 

（補助金の交付の請求） 

第９条 前条の通知を受けた補助対象者（以下「補助金交付対象者」という。）は、薩摩



川内市奨学金返還支援補助金請求書（様式第６号）により、当該補助金の交付を請求す

ることができる。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還

を求めることができる。 

（１） 第４条各号又は第７条第１項各号に定める要件を満たしていないことが判明し

たとき。 

（２） 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。 

（３） 前２号に掲げるほか、この告示の規定に違反する行為をしたと認められると

き。 

（成果） 

第１１条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市への就労及び定住とす

る。 

（見直しの期間） 

第１２条 補助金に係る条例第４条第１項の市長が定める期間は、３年とする。 

（効果の測定） 

第１３条 補助金に係る条例第４条第２項第１号に定める効果は、補助対象者数を指標に

用いて測定するものとする。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（雇用契約の特例等） 

２ 平成２８年３月に大学等を卒業し、同月３１日までに対象事業者と雇用契約を結んだ

者については、第４条第２号の規定にかかわらず、平成２８年４月１日に対象事業者と

雇用契約を結んだものとみなす。 

３ この告示の施行の日前において、第４条各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に

相当すると市長が認めたもので、かつ、平成２９年７月３１日までに第５条第１項に規

定する申込書を提出するものに係る第７条第１項の適用については、同項中「前年度の



９月」とあるのは「７月」と読み替えるものとする。 

附 則（平成３１年３月２９日告示第１９５号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日告示第２２７号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
 


